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日
本
書
紀
に
お
け
る

「吾
」
「我
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て

■
↑

一　

は
じ
め
に

日
本
書
紀

に
記
さ
れ
る

一
人
称
代
名
詞
に
は

「
吾
」
「我
」
「
予
」
「余
」

「
朕
」
「寡
人
」
「僕
」
「妾
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち

「五
邑

「我
」

は
使
用
者
に
制
限
が
み
ら
れ
ず
、
全
巻
に
わ
た

っ
て
見
ら
れ
る
。

漢
籍
に
お
け
る

「
吾
」
「我
」
を
確
認
す
る
と
、
『説
文
解
字
』
に

「
吾
、

我
自
檎
也
、
以

口
五
声
」
、
『
爾
雅
』
に

ヨ
ロ、
我
也
」
、
『
説
文
解
字
』
に

「
我
、
施
身
自
謂
也
、
或
説
、
我
頃
頓
也
」
、
『
広
韻
』
に
は

「我
、
己
橋
」

と
あ
る
よ
う
に
、
辞
書
類
に
お
い
て

「吾
」
と

「
我
」
の
大
き
な
相
違
は
見

ら
れ
な
い
。　
一
方
、　
一
九
世
紀
末
か
ら
の
幾

つ
か
の
研
究

で
は
、
ヨ
こ

は

主
語
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
「
我
」
は
目
的
語
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
い
う

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
カ
ー
ル
グ

レ
ン
は

「
ヨ
こ

は
主
格
、
属

格
で
あ
り
、
「我
」
は
与
格
、
対
格
で
あ
る
」
と
い
う
体
系
を
提
示
し

（カ
ー

ル
グ
レ
ン
ｏ
大
原
信

一
（
一
九
五
八
）
参
照
）
、
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
の
体
系
に
対
し
て
は
例
外
が
多
い
と
い
う
反
論
が
あ

っ
た
。
現
在
の
と
こ

美

賢

ろ
は

「吾
」
「我
」
の
使
い
分
け
を
完
全
に
説
明
で
き
る
ほ
ど
の
法
則
は
立

て
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
「格
」
に
よ
る
説
明
の
他
に
階
級
差
に
よ
る
諸

（
２
）

説
も
あ
る
。

古
事
記
に
お
け
る

「
吾
」
「我
」
に
つ
い
て
は
、
山
ロ
ヨ
シ
ミ

（
一
九
五

七
）
が
、
「
吾
」
と

「我
」
は
封
者

・
使
用
者
か
ら
見
る
と
、
制
限
が
あ

つ

た
も
の
で
は
な
い
が
、
「
我
」
は

「我
身
」
の
よ
う
に
修
飾
語
と
し
て
用
い

ら
れ
、
反
対
に

「吾
」
は
主
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
」
２

〓
〓
一頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
西
川
恵
三

（
一
九
六
六
）
は
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
同

一

内
容
を
表
す
箇
所
を
比
較
し
、
記
紀
に
お
い
て

「
ヨ
こ

と

「我
」
と
の
間

に
は
区
別
が
な
い
」
と
し
て
い
る
。

日
本
書
紀
の
場
合
、
全
体
を
通
し
て

「
吾
」
「
我
」
の
用
い
方
に
関
す
る

研
究
は
ま
だ
見
ら
れ
ず
、
全
体
像
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
ヨ
こ

と

「我
」

に
は
使
い
分
け
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め

の
も
の
か
考
察
の
余
地
が
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
ヨ
星

「我
」
が
文
の
ど

の
よ
う
な
構
成
成
分
と
な
る
の
か
を
考
察
じ
、
ま
た
待
遇
関
係
に
両
者
の
使



い
分
け
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

一
一　
格
に
よ
る
使
い
分
け

二

・
一　

使
用
状
況

日
本
書
紀
に
お
け
る

「
吾
」
「我
」
の
格
に
よ
る
使
用
状
況
は
次
の
表
１

の
よ
う
で
あ
る
。
（引
用
は
日
本
古
典
大
系
に
よ

っ
た
。
）

表 1 格による使用状況

全体 α群 β群

五
ロ 我 我 我

主格

目的格 4

修飾格

計

表
１
で
見
る
よ
う
に
、
日
本
書
紀
全
体

で
は
、
主
格
に

「
吾
」
、
目
的
格

に

「
我
」
が
多
く
、
連
体
修
飾
格
に
は
両
者
が
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。　
α
群
で
は
目
的
格
に
お
い
て

「吾
」
と

「
我
」
の
差
が
出
る
。

前
述
の
よ
う
に
漢
籍
に
お
い
て

「
吾
」
が
目
的
格
に
用
い
ら
れ
る
の
は
異
例

と
さ
れ
て
い
る
。
古
事
記

で
は
目
的
格

に

「
五
こ

（
一
〇
例
）
。
「我
」
（六

（３
）

例
）
と
大
き
な
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
日
本
書
紀
に
お
い
て
、
異
例
と
も
い

え
る

「
吾
」
の
目
的
格
は
主
に
β
群
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、　
α
群
に

見
え
る

「
吾
」
の
目
的
格
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
１
）
①
　
有
女
人
、
哭
之
日
、
於
母
亦
兄
、
於
吾
亦
兄
。

（巻

一
五
仁
賢
紀
六
年
）

②
　
少
見
等
言
、
於
吾
野
中
、
客
人
有
在
。
…
今
欲
、
早
知
興
吾
可

以
護
間
答
者
姓
名
年
位
。
　

　

　

　

（巻

一
九
欽
明
紀

一
四
年
）

③
　
毛
野
臣
…
更
自
誤
日
、
…
若
先
吾
取
締
、
依
賞
奏
聞
、
吾
之
罪

過
、
必
應
重
夫
。
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一
七
継
体
紀
二
四
年
）

④
　
詔
日
、
…
助
朕
施
仁
、
翼
吾
補
閾
。
　

（巻

一
七
継
体
紀
七
年
）

①
②
は

「
於

・
興
」
の

「
介
詞
」
と
と
も
に
見
ら
れ
る
も
の
、
③
④
は
他
動

詞
の
目
的
語
で
あ
る
。
他
動
詞
の
目
的
語
に
は
中
国
人
著
作
と
言
わ
れ
る

α

群
で
は
例
外

（①
②
）
は
見
え
る
も
の
の
、
多
く
は

「我
」
が
用
い
ら
れ
、

中
国
の
用
法
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。

一
方
β
群
に
見
え
る
目
的
格
の

「吾
」
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）
①
　
已
而
謂
伊
井
再
尊
日
、
吾
夫
君
尊
、
請
勿
視
吾
実
。

（神
代
巻
第
五
段

一
書
第
九
）

伊
弊
諾
尊
、
…
答
日
、
族
也
、
勿
看
吾
実
。

（神
代
巻
第
五
段

一
書
第
十
）

素
菱
鳴
尊
勅
日
、
汝
富
以
女
奉
吾
耶
。

（神
代
巻
第
八
段
本
書
）

（天
照
大
神
而
祝
之
日
）
、
富
猶
視
吾
。（神

代
巻
第
九
段

一
書
第
二
）

α群…巻14～ 巻21、 巻24～ 巻27

β群…巻 1～巻13、 巻22～ 巻23、 巻28～ 巻29

④ ③ ②



⑤
　
大
物
主
神
日
、
若
意
吾
兒
大
田
々
根
子
、
令
祭
吾
者
、
則
立
平

実
。

（巻
五
崇
神
紀
七
年
）

⑥
　
謂
其
妻
日
、
汝
不
忍
令
羞
吾
。
吾
還
令
羞
汝
。（巻

五
崇
神
紀
十
年
）

⑦
　
時
有
神
、
託
皇
后
而
誨
日
、
若
能
祭
吾
者
、
（巻
八
仲
哀
紀
八
年
）

③
　
亦
事
代
主
尊
誨
之
日
、
祠
吾
干
御
心
長
田
國
。

（巻
九
神
宮
皇
后
紀
九
年
）

⑨
　
干
時
、
伊
井
再
尊
恨
日
、
令
吾
恥
辱
、（神

代
巻
第
五
段

一
書
第
六
）

⑩
　
掏調
臣
日
、
吾
則
是
國
王
也
。
除
吾
復
無
二
王
。

（巻
六
垂
仁
紀
即
位
前
紀
）

⑪
　
其
可
興
吾
共
理
天
下
者
、
蓋
有
之
乎
。（神

代
上
第
八
段

一
書
第
六
）

⑫
　
愛
弟
媛
以
為
、
夫
婦
之
道
古
今
達
則
也
。
然
於
吾
而
不
便
。

（巻
七
景
行
紀
四
年
）

⑬
　
（杉
子
）
請
之
日
、
河
神
祟
之
、
以
吾
為
幣
。

（巻
十

一
仁
徳
紀
十

一
年
）

こ
の
う
ち
⑪
～
⑬
の
介
詞
の
目
的
語
以
外
は
他
動
詞
の
目
的
語
で
、
中
国

で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
用
法

で
あ
る
。
日
本
書
紀

の
β
群
に
お
い
て
、

「吾
」
が

「介
詞
」
の
目
的
語
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
他
動
詞
の
目
的
語

ほ
ど
抵
抗
が
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し

α
群
で
な
ぜ

目
的
格
に

「吾
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
だ
答
え
は
得
ら
れ
て
い
な

日
本
書
紀
に
お
け
る

「
吾
」
「我
」
の
格
に
よ
る
違
い
は
、
同

一
文
に
両

者
が
用
い
ら
れ
て
い
る
時
、
よ
り
は

っ
き
り
見
え
て
く
る
。
例
を
挙
げ
る
と

次
の

（
３
）
の
よ
う
で
あ
る
。

（３
）
①
　
日
神
日
、
ョ
弟
所
以
上
末
、
非
復
好
意
。
必
欲
奪
之
測
國
者
欺
。

吾
雖
婦
女
、
何
富
避
乎
、
　

　

　

（神
代
巻
第
七
段

一
書
第
二
）

②
　
於
是
、
素
菱
鳴
尊
、
白
日
神
日
、
吾
所
以
更
昇
末
者
、
衆
神
虎

我
以
根
國
。
今
富
就
去
。
　

　

　

（神
代
巻
第
七
段

一
書
第
三
）

③
　
封
日
、
吾
是
國
神
。
琥
脚
摩
乳
。
我
妻
琥
手
摩
乳
。
是
童
女
是

吾
兒
也
。
…
往
時
吾
兒
有
八
箇
少
女
。

（神
代
巻
第
八
段
本
書
）

④
　
夫
妻
共
愁
、
乃
告
素
美
鳴
尊
日
、
我
生
兒
雖
多
、
…
今
吾
且
産
。

（神
代
巻
第
八
段

一
書
第
二
）

⑤
　
時
事
代
主
神
、
謂
使
者
日
、
今
天
神
有
此
借
問
之
勅
。
我
父
宜

富
奉
避
吾
亦
不
可
違
。
　
　
　
　
　
　

（神
代
巻
第
九
段
本
書
）

⑥
　
時
故
大
己
貴
神
、
白
於
二
神
日
、
我
惜
之
子
、
既
避
去
夫
。
故

吾
亦
営
避
。
如
吾
防
禦
。
今
我
奉
避
、

（神
代
巻
第
九
段
本
書
）

⑦
　
大
己
貴
神
…
乃
以
平
國
時
所
杖
之
廣
矛
、
授
二
神
日
、
吾
以
此

矛
卒
有
治
功
。
…
今
我
富
於
百
不
足
之
八
十
隅
、

（神
代
巻
第
九
段
本
書
）

③
　
時
味
紹
高
彦
根
神
念
日
、
朋
友
喪
亡
。
故
吾
即
末
弔
。
如
何
誤

死
人
於
我
耶
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第
九
段
第

一
）

⑨
　
於
是
、
大
己
貴
神
報
日
、
吾
所
治
顧
露
事
者
、
皇
孫
富
治
。
吾

将
退
治
幽
事
。
乃
薦
岐
神
於
二
神
日
、
是
富
代
我
而
奉
従
也
。



吾
将
自
此
避
去
。
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第
九
段

一
書
第
二
）

是
時
、
鰐
魚
策
之
日
、
吾
者
八
日
以
後
、
方
致
天
孫
於
海
宮
。

唯
我
王
駿
馬
、　
一
尋
鰐
魚
。
是
営

一
日
之
内
、
必
奉
致
焉
。
故

今
我
錦
而
、
使
彼
出
来
。
入
海
之
時
、
…
随
其
汀
而
進
者
、
必

至
我
王
之
宮
。
　
　
　
　
　
　

（神
代
巻
第

一
〇
段

一
書
第
四
）

即
入
告
其
王
日
、
吾
謂
我
王
獨
能
絶
麗
。
今
有

一
客
。
爾
復
遠

勝
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第

一
〇
段

一
書
第
四
）

兄
則
溺
苦
。
…
便
遥
請
弟
日
、
汝
久
居
海
原
。
…
若
活
我
者
、

吾
生
兄
八
十
連
周
、
　

　

　

　

（神
代
巻
第

一
〇
段

一
書
第
四
）

豊
玉
姫
大
恨
之
日
、
不
用
吾
言
、
令
我
屈
辱
。
故
自
今
以
往
、

（神
代
巻
第

一
〇
段

一
書
第
四
）

時
稽
飯
命
乃
歎
日
、
嵯
乎
、
吾
祖
則
天
神
、
母
則
海
神
。
如
何

厄
我
於
陸
、
復
厄
我
於
海
乎
。
　

　

　

（巻
三
神
武
即
位
前
紀
）

時
椎
根
津
彦
、
計
之
日
、
今
者
宜
先
遣
我
女
軍
、
…
吾
則
駈
勁

卒
、
直
指
黒
坂
、
取
菟
田
川
水
、
　

　

（巻
三
神
武
即
位
前
紀
）

時
淳
名
川
耳
尊
、
謂
神
八
井
耳
命
日
、
…
故
我
之
陰
謀
、
今
日

之
事
、
唯
吾
興
爾
自
行
之
耳
。
吾
営
先
開
害
戸
。

（巻
四
綬
靖
即
位
前
紀
）

川
上
泉
帥
、
亦
啓
之
日
、
吾
是
國
中
之
強
力
者
也
。
不
勝
我
之

威
力
、
而
無
不
従
者
。
吾
多
遇
武
力
実
、

（巻
七
景
行
紀
二
七
年
）

（杉
子
）
請
之
日
、
河
神
祟
之
、
以
吾
為
幣
。
是
以
、
今
吾
末
也
。

必
欲
得
我
者
、
沈
是
飽
而
不
令
乏
。
則
吾
知
員
神
、
親
入
水
中
。

若
不
得
沈
抱
者
、
自
知
偽
神
。
何
徒
亡
吾
身
。

（巻

一
一
仁
徳
紀

一
一
年
）

瑞
歯
別
皇
子
、
陰
喚
刺
領
巾
、
而
誂
之
日
、
為
我
殺
皇
子
。
吾

必
敦
報
汝
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一
二
履
中
即
位
前
紀
）

於
筑
紫
所
居
三
神
、
見
干
宮
中
、
言
、
何
奪
我
民
臭
。
吾
今
漸

汝
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一
二
履
中
紀
五
年
）

二
子
各
執
王
足
、
而
唱
日
、
吾
君
元
罪
以
死
之
、
非
乎
。
我
父

子
二
人
生
事
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一
三
安
康
紀
元
年
）

皇
太
子
億
計
日
、
白
髪
天
皇
、
以
吾
兄
之
故
、
奉
天
下
之
事
、

而
先
周
我
、
我
其
羞
之
。
　

　

　

　

（巻

一
五
顕
宗
即
位
前
紀
）

聖
明
王
謂
之
日
、
任
那
之
國
、
興
吾
百
済
、
自
古
以
末
、
約
為

子
弟
。
…
既
討
新
羅
、
更
将
伐
我
。
…
吾
欲
擦
此
、
修
繕
六
城
。

…
井
我
兵
士
、
勿
使
作
田
、
…
吾
給
衣
根
。
欲
奏
天
皇
、
…
北

敵
強
大
、
我
國
微
弱
。
　
　
　
　
　
　

（巻

一
九
欽
明
紀
五
年
）

（大
連
）
謂
馬
子
大
臣
日
、
吾
聞
群
臣
謀
我
。
我
故
退
焉
。

（巻
二

一
用
明
紀
二
年
）

（大
兄
王
）
少
々
違
我
之
所
玲
。
吾
聞
天
皇
臥
病
、

（巻
二
三
舒
明
即
位
前
紀
）

（大
兄
王
）
吾
會
将
訊
叔
父
之
病
、
向
京
而
居
豊
甫
寺
。
然
我
豊

髪
天
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
三
舒
明
即
位
前
紀
）

（大
臣
）
誨
日
、
吾
知
汝
言
之
非
、
以
干
支
之
義
、
不
得
害
。
唯

他
非
汝
是
、
我
必
作
他
従
汝
。
若
他
是
汝
非
、
我
営
乖
汝
従
他
。

是
以
、
汝
遂
有
不
従
者
、
我
興
汝
有
暇
。
則
國
亦
乱
。
然
乃
後



区分 所 在 ID
我 五

口

修 目 主 修 目 主

β群

7③ 1 1 1 1

7③ 2 l 1

8 3 1 2 l

8② 4 l 1

9 5 1 1

9 6 1 1 2

9 7 1 1

9① 8 1 1

9② 9 1 3

10④ 2 1 l

10④ 11 1 1

10④ 1 1

10④ 13 1 l

14 2 1

15 1 l

四 1 2

七 17 1 2

l 1 1 2

1 l

1 l

α群

一 五 1 l

一 九 2 1 l 2

1 1 1

β群

1 1 l

1 1 1

3 l

計 8 1

表 2 同一文における「吾」「我」

生
言
之
、
吾
二
人
破
國
也
。
　

　

　

（巻
二
三
舒
明
即
位
前
紀
）

こ
れ
ら
の
用
例
を
表

に
す
る
と
表
２
の
よ
う
に
な
る
。
（用
例
番
号
は

（
３
）
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
代
の
所
在
は
、
第
七
段

一
書
第

三
の
場
合
、
７
③
の
よ
う
に
示
す
）

表
２
か
ら

「吾
」
「我
」
が
併
用
さ
れ
る
場
合
、
主
格
に
は

「吾
」
が
三

〇
例
、
「我
」

一
一
例
と

「
吾
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「我
」
が
主
格

に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
用
例
二

一
を
除
き
、
い
ず
れ
も
主
格
と
し
て

「
吾
」
と
併
用
さ
れ
て
い
る
。
主
格
に
は

「吾
」
が
優
先
的
に
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
よ
り
は

っ
き
り
見
え
る
。
ま
た
そ
の
多
く
が
β
群
に
見
ら
れ
る

こ
と
も
特
徴

で
あ
る
。

α
群
に
見
え
る
主
格
の

「我
」
の
う
ち
、
ヨ
こ

と

併
用
で
は
な
く
、
「我
」
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の

一
例
の
み
あ

２
つ
。

（
４
）

（大
連
）
吾
聞
群
臣
謀
我
。
我
故
退
焉
。
　

（巻
二

一
用
明
紀
二
年
）

（
４
）
は
、
前
句
の

「謀
我
」
の
続
き
で
用
い
ら
れ
、
前
句
の
影
響
か
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
同

一
文

に

「五
邑

「我
」
が
併
用
さ
れ
る
場
合
、
主
格
は

「
吾
」
、
目
的
格
に
は

「我
」
が
用
い
ら
れ
る
の
が
基
本
で
あ
り
、
日
本
書
紀

に
お
け
る

一
般
的
な
用
い
ら
れ
方
と
同
様

で
あ
る
。
牛
島
徳
次

（
一
九
六

七
）
は
、
史
記
に
お
い
て
同

一
対
話
中
に

「
吾
」
「我
」
を
用
い
ら
れ
る
場

合
、
修
飾
関
係
に
は

「
吾
」
、
客
語

（目
的
格
）
に
は

「我
」
を
用
い
る
の

が
普
通
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
目
的
格
に

「我
」
が
多
く
用
い
ら
れ
る
の
は
、

日
本
書
紀
に
お
い
て
も
基
本
的
に
中
国
の
漢
籍
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か



Ｚ
つ
。し

か
し
、
連
体
修
飾
に
関
し
て
は
若
干
異
な
る
傾
向
が
あ
る
。
連
体
修
飾

に
は
修
飾
さ
れ
る
語
彙
に
よ
っ
て

「吾
」
「我
」
に
相
異
が
見
ら
れ
る
た
め
、

以
下
で
そ
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

一
丁

一
一　
連
体
修
飾
に
お
け
る
使
い
分
け

「吾
」
「我
」
の
被
修
飾
語
を
次
の
①
～
③
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（５
）
①
　
親
族

¨
父

・
母

。
兄

・
弟

・
姉

・
妹

・
夫

・
婦

・
子

。
児

②
　
身
心

¨
手

。
身

・
臆
推

・
形

・
心

・
情

。
意

・
魂

③
　
（心
的

・
物
的
）
所
有
物

一
社

・
鉤

・
物

。
私
用

・
年

・
風

・

言

。
名

・
病

・
過

・
失

・
陰
謀

・
威
力

・
力

。
な
ど

④
　
祖
先

¨
祖

・
先
祖

・
皇
祖

。
天
祖

⑤
　
君
主

¨
君

・
主

・
王

・
皇

⑥
　
国

一
国

。
土

・
野

・
天
原

・
地
名

⑦
　
民

一
使
人

・
兵
士

・
軍

・
属

。
厨
人

③
　
神

¨
神

こ
の

（５
）
の
分
類
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
①
親

族
、
②
身
心
、
③
所
有
物
を
Ｉ
類
と
し
、
④
祖
先
、
⑤
君
主
、
⑥
国
、
⑦
民
、

③
神
を
Ⅱ
類
と
す
る
と
、
Ｉ
類
は
私
的

・
内
的
な
も
の
で
、
身
の
ま
わ
り
の

こ
と
を
指
し
て
お
り
、
Ⅱ
類
は
公
的

・
外
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
Ｉ
類

と
Ⅱ
類
を
そ
れ
ぞ
れ

「吾
」
「我
」
の
使
用
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
次
の

表
３
の
よ
う
に
な
る
。

I類 Ⅱ類

計親

族

身
　
心

所
有
物

祖

　

先

君
　
主

国 民 神

α群 8 8 l 6 2

β群 1 4 3

小計 46i20119 1 519 2

我

α群 4 4 1 7 4 4

β群 13 8 7 6 4 1

小 計 17 9 15 22 1 8 1 3

表
３
の
小
計
を
見
る
と
、
ヨ
こ

は

「我
」
よ
り
Ｉ
類
と
共
起
す
る
傾
向

が
あ
り
、
「我
」
は

「吾
」
よ
り
Ⅱ
類
と
共
起
す
る
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
。

こ
こ
で
、
β
群
で
は
Ｉ
類
の
親
族
の
う
ち
、
「我
」
の
使
用
も
十
三
例
あ
る

が
、
そ
の
多
く
が

「子
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
朴
美
賢

（二
〇
〇

二
）
で
ワ
ガ
コ
を
表
わ
す
場
合
、
日
本
書
紀
に
は

「吾
見
」
「我
子
」
と

一

種
の
慣
用
句
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
ヨ
邑

「我
」
の
被
修
飾
語
を
分
類
し
て
見
る
と
、
身

体

・
親
族

・
所
有
物
の
Ｉ
類
は

「吾
」
が
用
い
ら
れ
、
祖
先

・
君
主

。
国

・

民

・
神
の
Ⅱ
類
に
は

「吾
」
よ
り

「我
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え

２つ
。

表 3 連体修飾における「吾J「我」



〓
一　
待
遇
関
係
に
よ
る
使
い
分
け

牛
島
徳
次

（
一
九
六
七
）
に
よ
る
と
、
史
記
で
は

「
ヨ
こ

は
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
が
、
日
上
の
者
が
目
下
の
者
に
対
し
、
あ
る
い
は
同
輩
同
士
で
用
い

ら
れ
る
の
に
対
し
、
「我
」
は
そ
れ
ら
と
同
じ
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
同
時

に
、
目
下
の
者
が
目
上
の
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り

「我
」
は
す
べ
て
の
待
遇
関
係
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ヨ
屋

は
目

下
の
者
か
ら
目
上
の
者
に
対
し
て
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
古
事
記
に
お
い
て
は
山

ロ
ヨ
シ
ミ

（
一
九
五
七
）
に
よ
る
と

「
五
こ

「我
」
は
対
者

。
使
用
者
に
制
限
が
な
い
と
さ
れ
る
。

で
は
日
本
書
紀
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
先
述
の
二
で
見
た
、
格
に

よ
る
使
い
分
け
の
結
果
も
合
わ
せ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
考
察
に
当
た
り
、

以
下
の
基
準
に
よ
り
上
下
関
係
を
判
断
し
た
。

・
　
会
話
を
導
く

「
詔
」
「
勅
」
「宣
」
な
ど
の
用
語
を
手
が
か
り
と
す
る

。

「朕
」
「
臣
」
「僕
」
「妾
」
な
ど
の
上
下
関
係
を
明
確
に
示
す

一
人
称
代

名
詞
や

「
君
」
「
天
孫
」
「奉
」
「奏
」
な
ど
の
用
語
を
手
が
か
り
と
す

Ｚ
つ
。

・
　
上
下
関
係
が
明
確
な
場
合
で
も
上
述
の
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
。

調
査
の
結
果
、
日
本
書
紀
で
は
上
位
か
ら
下
位
に
対
し
て
は

「
吾
」
「我
」

両
者
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。　
一
方
、
下
位
か
ら
上
位
に
対
し
て
は
、
次
の
表

４
を
参
考
さ
れ
た
い
。
上
位
に
対
し
て

「
吾
」
は
三
四
例
、
「我
」
は
二
九

例
で
あ
る
が
、
ヨ
こ

の
ほ
と
ん
ど
が
β
群
に
見
え
、　
α
群
に
は

一
例
の
み

で
あ
る
。

我

α群 1

β群

巻三〇 0 1

計

（
６
）

（有
間
皇
子
↓
皇
太
子
）
答
日
、
天
興
赤
兄
知
。
吾
全
不
解
。

（巻
二
六
斉
明
紀
四
年
）

（
６
）
は
謀
反
を
計

っ
た
有
間
皇
子
が
皇
太
子
に
対
し
て

「
吾
」
を
用
い

て
い
る
。
皇
太
子
と
有
間
皇
子
と
で
は
皇
太
子
が
上
位
で
は
あ
る
が
、
主
格

で
あ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

α
群
に
お
け
る

ヨ
こ

「我
」
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
７
）
①
②
　
（皇
太
后
↓
天
皇
）
奉
慰
天
皇
日
、
…
以
我
為
初
。
…
更
欲
貢

人
日
、
我
之
厨
人
菟
田
御
戸
部
員
鋒
田
高
天（巻

一
四
雄
略
紀
二
年
）

③

（小
根
働
使
漢
彦
↓
大
連
）
啓
於
大
連
日
、
…
我
君
、
降
大
慈
慇
、

促
短
之
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一
五
清
寧
即
位
前
紀
）

（大
伴
大
連
金
村
↓
天
皇
）
奏
日
、
夫
我
国
家
之
王
天
下
者
、
不

論
有
嗣
無
嗣
、
要
須
因
物
為
名
。
　

　

（巻

一
八
安
閑
紀
元
年
）

（三
佐
平
等
↓
聖
明
王
）
我
郡
令
城
主
、
（巻

一
九
欽
明
紀
二
年
）

（百
済
↓
日
本
）
上
表
日
、
…
働
損
出
我
久
證
山
戌
、
而
遂
有
之
。

⑥ ⑤ ④
表4 上位に用いられてい

る「吾」「我」



（巻

一
九
欽
明
紀
五
年
）

⑦
　
（物
部
大
連
尾
輿

・
中
臣
連
鎌
子
↓
天
皇
）
同
奏
日
、
我
國
家
之
、

王
天
下
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一
九
欽
明
紀

一
三
年
）

③
　
（
日
羅
↓
天
皇
）
歎
恨
而
日
…
我
君
大
伴
金
村
大
連
、
奉
為
國
家
、

使
於
海
表
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
〇
敏
達
紀

一
二
年
）

⑨
　
（少
女
↓
父
）
陳
其
由
。
少
女
日
、
願
勿
為
憂
、
以
我
奉
進
、
亦

復
不
晩
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
四
皇
極
紀
三
年
）

⑩
　
（百
済
↓
日
本
）
大
唐

。
新
羅
、
井
力
伐
我
。

（巻
二
六
斉
明
紀
四
年
）

こ
こ
で
、
二
で
考
察
し
た
格
に
よ
る
使
い
分
け
の
結
果
と
合
わ
せ
て
考
え
て

見
る
と
、
（
７
）
は
目
的
格

（①
③
⑨
）
や
披
修
飾
語
が

「我
」
と
共
起
し

や
す
い
Ⅱ
類
の
も
の

（②
～
③
）
で
あ
り
、
表
２
で
見
た
結
果
と

一
致
す
る
。

従

っ
て
待
遇
関
係
が
優
先
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
の
か
、
格
が
優
先
さ
れ
た
結

果
で
あ
る
の
か
は
判
断
が

つ
か
な
い
。
し
か
し
次
の

「
吾
」
の
例
の
よ
う
に
、

格
や
修
飾
語
に
よ
る
使
い
分
け
よ
り
待
遇
関
係
が
優
先
さ
れ
た
も
の
が
見
ら

れ
る
。

（
８
）
①
　
（素
菱
鳴
尊
↓
伊
美
諾
尊
）
封
日
、
吾
欲
従
母
於
根
國
、
只
為
泣

耳
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第
五
段

一
書
第
六
）

②
　
（素
菱
鳴
尊
↓
伊
英
諾
尊
）
請
日
、
吾
今
奉
教
、
将
就
根
國
。

（神
代
巻
第
六
段
本
書
）

③
④
⑤
　
（脚
摩
乳
↓
素
菱
鳴
尊
）
封
日
、
吾
是
國
神
。
…
是
童
女
是

吾
兄
也
。
…
往
時
吾
兄
有
八
箇
少
女
。

（神
代
巻
第
八
段
本
書
）

⑥
　
（夫
妻
↓
素
菱
鳴
尊
）
今
吾
且
産
。
恐
亦
見
呑
。

（神
代
巻
第
八
段

一
書
第
二
）

⑦
③
⑨
　
（大
己
貴
神
↓
二
神
）
故
吾
亦
富
避
。
如
吾
防
禦
。
‥
吾
以

此
矛
卒
有
治
功
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第
九
段
本
書
）

⑩
　
（
二
神
↓
大
己
貴
神
）
吾
兄
事
代
主
、
射
嶋
逆
遊
、
在
三
津
之
碕
。

（神
代
巻
第
九
段

一
書
第

一
）

⑪
　
（大
己
貴
神
↓
二
神
）
封
日
、
疑
、
汝
二
神
、
非
是
吾
虎
末
者
。

故
不
須
許
也
。
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第
九
段

一
書
第
二
）

⑫
⑬
⑭
　
（大
己
貴
神
↓
二
神
）
吾
所
治
顧
露
事
者
、
皇
孫
富
治
。
吾

将
退
治
幽
事
。
…
吾
将
自
此
避
去
。

（神
代
巻
第
九
段

一
書
第
二
）

⑮
　
（神
吾
田
鹿
葦
津
姫
↓
皇
孫
）
因
日
、
亦
吾
姉
磐
長
姫
在
。

（神
代
巻
第
九
段

一
書
第
二
）

⑮
　
（木
花
開
耶
姫
↓
皇
孫
）
吾
所
娠
、
是
若
他
神
之
子
者
、

（神
代
巻
第
九
段

一
書
第
二
）

⑭
　
（海
神
↓
彦
火
火
出
見
尊
）
従
容
語
日
、
天
孫
若
欲
還
郷
者
、
吾

富
奉
送
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第

一
〇
段
本
書
）

⑬
　
（海
神
↓
彦
火
火
出
見
尊
）
自
言
、
…
辱
臨
吾
虎
。
…
副
其
鈎
而

奉
進
之
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第

一
〇
段

一
書
第
二
）

⑩
　
（豊
玉
姫
↓
王
）
即
入
告
其
王
日
、
吾
謂
我
王
獨
能
絶
麗
。

（神
代
巻
第

一
〇
段

一
書
第
四
）

⑩
　
（豊
玉
姫
↓
彦
火
火
出
見
尊
）
大
恨
之
日
彦
火
火
出
見
尊
、
不
用

五
墨
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（神
代
巻
第

一
〇
段

一
書
第
四
）

④
⑫
⑬
　
（長
髄
彦
↓
天
皇
）
是
嬰
吾
妹
三
炊
屋
媛
、
…
故
吾
以
饒
速



日
命
、
為
君
而
奉
焉
。
…
吾
心
推
之
、
未
必
為
信
。

（巻
三
神
武
即
位
前
紀
）

②
　
（倭
述
述
日
百
襲
姫
命
↓
天
皇
）
言
干
天
皇
、
吾
聞
、
武
埴
安
彦

之
妻
吾
田
媛
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
五
崇
神
紀

一
〇
年
）

⑮
　
（大
中
姫
↓
五
十
瑣
敷
命
）
吾
手
弱
女
人
也
。

（巻
六
垂
仁
紀
八
七
年
）

④
　
（弟
媛
↓
天
皇
）
然
於
吾
而
不
便
、
則
請
天
皇
日
、

（巻
七
景
行
紀
四
年
）

④
　
（
二
神
↓
天
皇
）
時
有
二
神
。
日
阿
蘇
都
彦

・
阿
蘇
都
媛
。
忽
化

人
以
遊
詣
之
日
、
吾
二
人
在
　
　
　
　
（巻
七
景
行
紀

一
八
年
）

⑬
⑩
⑩
　
（川
上
泉
帥
↓
日
本
武
尊
）
叩
頭
日
、
且
待
之
。
吾
有
所
言
。

…
吾
是
國
中
之
強
力
者
也
。
…
吾
多
遇
武
力
臭
、

（巻
七
景
行
紀
二
七
年
）

①
　
（武
内
宿
禰
↓
忍
熊
王
）
誘
忍
熊
王
日
、
吾
勿
貧
天
下
。
唯
懐
幼

王
、
従
君
王
者
也
。
　

　

　

　

　

（巻
九
神
功
皇
后
摂
政
元
年
）

⑫
　
（久
氏
等
↓
皇
太
后
）
奏
日
、
…
吾
王
歓
喜
踊
躍
、
不
任
干
心
。

（巻
九
神
功
皇
后
摂
政
紀
四
九
年
）

⑬
　
（草
壁
皇
子
尊
↓
天
皇
）
先
進
盟
日
、
…
吾
兄
弟
長
幼
、
井
十
餘

王
、
…
倶
髄
天
皇
勅
、
而
相
扶
無
悴
。

（巻
二
九
天
武
紀
八
年
）

④
の

「
然
於
吾
而
不
便
」
は

「吾
」
が
目
的
格
に
、
⑪

。
⑬

。
④
の

「虎
」

「王
」
は

「
我
」
と
共
起
し
や
す
い
Ⅱ
類
の
修
飾
語
が

「吾
」
と
と
も
に
用

い
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
や
は
り
待
遇
関
係
が
優
先
さ
れ
た
も

の
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
待
遇
関
係
に
お
け
る

「吾
」
「
我
」
の
用
い
方
は
、　
α
群
で
は

下
位
か
ら
上
位
に
対
し
て
は
基
本
的
に

「我
」
が
用
い
ら
れ
、
ヨ
こ

は
あ

ま
り
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
に
お
け

る
用
法
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
β
群
で
は
上
位
に
対
し
て
も

「吾
」
が
用

い
ら
れ
、　
α
群
と
相
異
が
見
ら
れ
る
。
β
群
は
古
事
記
と
同
様
な
用
い
方
で

あ
り
、
和
習
と
も
言
え
る
。

四
　
ま
と
め

日
本
書
紀
に
お
け
る

「
吾
」
「我
」
の
使
い
分
け
に
は
全
巻
を
通
し
て
の

要
因
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
直
ち
に
両
者
が
区
分
な
く
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
に
は
編
纂
過
程
に
お
け
る
相

異
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
編
者
の
意
識
的
な
使
い
分
け
が
見
え
る
。

使
い
分
け
は
以
下
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。

格
に
お
い
て
、
ヨ
邑

は
主
格
に
多
く
用
い
ら
れ
、
目
的
格
の
使
用
が
少

な
い
。
中
国
人
述
作
と
言
わ
れ
る

α
群
で
は
異
例
が
少
な
く
、
β
群
に
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
編
纂
過
程
の
差
と
も
考
え
ら
れ
る
。
連
体
修
飾
格
の
場

合
、
修
飾
さ
れ
る
語
彙
を
中
心
に
見
る
と

「
吾
」
は
親
族

。
身
心

。
所
有
物

の
Ｉ
類
に
、
「
我
」
は
祖
先

・
民

・
君
主

・
國
な
ど
の
Ⅱ
類
に
見
え
、
「
吾
」

「我
」
の
意
識
的
な
使
い
分
け
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

待
遇
関
係
を
見
る
と
、　
α
群
β
群
に
相
異
が
見
ら
れ
る
。
β
群
で
は
古
事

記
と
同
様
に
上
下
関
係
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。　
一
方

α
群
で
は
上
位
に
対

し
て

「
吾
」
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
な
ど
、
漢
籍
と
基
本
的
に
同
様
で
あ

る
。
よ

っ
て
待
遇
関
係
に
お
け
る
相
異
に
は
編
纂
過
程
が
反
映
さ
れ
て
い
る



と
思
わ
れ
る
。
文
に
よ

っ
て
は
格
よ
り
待
遇
関
係
が
優
先
さ
れ
た
も
の
と
見

ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

狂̈（１
）

例
え
ば
、
馬
建
忠

『馬
氏
文
通
』
商
務
印
書
館
、
四
三
頁

「発
語
者

「吾
」
字
、
按
古
籍
中
用
於
主
次
、
偏
次
者
其
常
、
至
外
動
後
之

賓
次
、
惟
弗
辞
之
句
則
間
用
焉
、
以
其
先
乎
動
字
也
。
若
介
字
後
賓
次
、
用

者
僅
実
」
や
、
胡
適

（
一
九

一
七
）
ヨ
ロ我
論
」
『胡
適
文
存
』
安
徽
教
育
出

版
社
、
二
二
九
頁
～
二
四
三
頁

「第

一
、
吾
字
用
干
主
次
。
第
二
、
吾
字
用

干
偏
次
猶
今
言

「我
的
」
或

「我
個
的
」
也
、
位
干
名
詞
之
前
、
以
示
其
所

属
。
単
数
為
常
、
複
数
為
変
。
第
二
、
吾
字
用
干
偏
次
、
位
干
代
詞

「所
」

字
之
前
。
第
四
、
吾
字
不
可
用
干
賓
次
。
其
用
干
賓
次
者
、
非
由
錯
写
、
必

系
后
人
之
変
法
、
而
非
古
文
之
用
法
実
。
第
五
、
我
字
用
干
賓
次
、
為
外
動

之
止
詞
。
第
六
、
我
字
用
干
賓
次
、
為
介
詞
之
司
詞
。
第
七
、
我
字
用
子
偏

次
之
時
、
其
所
指
者
、
複
数
為
常
、
単
数
為
変
。
第
八
、
我
字
有
時
亦
用
干

主
次
、
以
示
故
為
区
別
或
故
為
鄭
重
之
辞
」
な
ど
が
あ
る
。

（２
）

牛
島
徳
次

（
一
九
六
七
）
が
あ
る
。

（３
）

古
事
記
に
お
け
る

「吾
」
「我
」
の
目
的
格
の
用
例
は
以
下
の
よ
う
で
あ

る

（
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ
た
）。

【五
口】

①
其
妹
伊
邪
那
美
命
、
言
レ令
レ
見
レ辱
Ｌ
口、　
　
　
　
　
　
　
（上
、
六
四
頁
）

②
伊
邪
那
岐
命
、
告
二其
桃
子
ヽ
汝
如
レ助
レ
吾
、
　
　
　
　
　
（上
、
六
六
頁
）

③
速
須
佐
之
男
命
、
詔
二其
老
夫
ヽ
是
汝
之
女
者
、
奉
二於
吾
・哉
。（上

、
八
六
頁
）

④
於
Ｌ
疋
大
國
主
神
、
愁
而
告
、
…
敦
神
興
空
口能
相
二作
此
國
・耶

（上
、　
一
〇
八
頁
）

⑤
⑥
爾
其
熊
曾
建
白
、
…
於
二
西
方
・除
量
Ｆ
人
ヽ
無
二
建
強
人
つ
然
於
二
大
倭

國
ヽ
益
圭
里
一人
一而
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貧
示
行
記
、
二
〇
八
頁
）

⑦
即
誂
差
口建
内
宿
禰
大
臣
ヽ
…
令
レ
賜
レ於
呈
口。
　
　
（応
神
記
、
二
四
四
頁
）

③
曾
婆
訂
理
、
為
Ｌ
口雖
レ有
二大
功
ヽ
既
殺
二己
君
Ｌ
疋
不
レ義

（履
中
記
、
二
八
六
頁
）

⑨
其
王
子
答
詔
、
然
者
更
無
レ
可
レ為
。
今
殺
Ｌ
口。
　

（安
康
記
、
三
〇
四
頁
）

⑩
爾
天
皇
望
、
令
レ
問
日
、
於
二舷
倭
國
ヽ
除
笙
口亦
無
レ
王
、
今
誰
人
如
レ
此
而

行
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（雄
略
記
、
三

〓
ハ
頁
）

【我
】

①
伊
邪
那
岐
命
答
白
、
…
莫
レ視
レ我
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（上
、
六
四
頁
）

②
③
吾
云
、
汝
者
我
見
レ
欺
言
克
、
即
伏
二最
端
・和
邁
、
捕
レ我
悉
剥
…

（上
、
九
三
頁
）

④
建
御
名
方
神
白
、
恐
、
莫
レ殺
レ我
。　
　
　
　
　
　
　
　
（上
、　
〓

〓
一頁
）

⑤
爾
沙
本
毘
古
王
謀
日
、
汝
是
思
レ愛
レ我
者
、
　
　
　
　
（垂
仁
記

一
八
八
頁
）

⑥
於
レ是
御
子
、
令
レ白
レ干
レ神
云
、
於
レ我
給
二御
食
之
魚
¨（仲

哀
記
二
三
六
頁
）
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